
ま
ま
沼
田
町
内
の
農
場
な
ど
に
就
職

す
る
少
年
が
出
て
く
る
こ
と
も
見
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

沼
田
町
は
、
北
海
道
の
ほ
ぼ
中
央

に
あ
る
旭
川
市
の
北
西
に
位
置
す

る
、人
口
約
4
0
0
0
人
の
町
で
す
。

北
海
道
の
豪
雪
地
帯
で
あ
り
、
冬
の

寒
さ
は
非
常
に
厳
し
い
も
の
が
あ
り

ま
す
が
、
豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
、

季
節
感
あ
ふ
れ
る
町
並
み
は
、
訪
ね

る
者
を
穏
や
か
な
気
持
ち
に
し
て
く

れ
ま
す
。
ま
た
、
冬
に
積
も
っ
た
雪

を
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
活
用
し

た
り
、
町
を
あ
げ
て
数
々
の
イ
ベ
ン

ト
を
企
画
し
た
り
と
、
様
々
な
新
し

い
事
業
や
試
み
に
取
り
組
ん
で
い
る

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
あ
ふ
れ
る
町
で

も
あ
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
沼
田
町
は
、
平
成
14
年

度
か
ら
刑
務
所
誘
致
活
動
を
展
開
し

て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
し

た
。そ
れ
を
き
っ
か
け
に
法
務
省
は
、

沼
田
町
と
協
議
し
な
が
ら
、
就
農
の

た
め
の
訓
練
等
を
行
う
セ
ン
タ
ー
の

検
討
を
始
め
、
そ
し
て
開
所
に
至
り

ま
し
た
。

法務省大臣官房
秘書課広報室
Tel:03-3580-4111（代）

●法務省の詳しい情報は下記のホームページをご覧ください。
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沼
田
町
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
い
ま
す
。）
は
、

北
海
道
雨
竜
郡
沼
田
町
（
以
下
「
沼

田
町
」
と
い
い
ま
す
。）
に
あ
る
旭
川

保
護
観
察
所
沼
田
駐
在
官
事
務
所
に

整
備
さ
れ
た
宿
泊
施
設
で
、
平
成
19

年
10
月
に
開
所
し
ま
し
た
。

　

セ
ン
タ
ー
で
は
、
主
に
少
年
院
を

仮
退
院
し
た
少
年
を
受
け
入
れ
て
宿

泊
さ
せ
、
保
護
観
察
を
行
い
な
が
ら

農
業
実
習
を
通
じ
た
改
善
更
生
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

少
年
の
中
に
は
、
せ
っ
か
く
少
年

院
で
規
律
あ
る
生
活
習
慣
を
確
立

し
、
更
生
意
欲
を
持
っ
て
仮
退
院
を

迎
え
て
も
、
い
ざ
地
元
に
帰
る
と
、

か
つ
て
の
不
良
仲
間
と
の
縁
を
断
ち

切
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
元
の
生
活

に
戻
っ
て
し
ま
う
少
年
が
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
少
年
に
と
っ
て
は
、
セ

法務省ホームページ（携帯版）
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セ
ン
タ
ー
に
入
所
す
る
期
間
は
、

原
則
と
し
て
一
年
間
で
す
。
セ
ン

タ
ー
で
の
所
定
の
課
程
を
修
了
し
た

少
年
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
を
出
た

後
の
帰
る
場
所
や
就
職
先
を
調
整
し

た
上
で
、
退
所
と
な
り
ま
す
。

習
慣
の
定
着
を
図
る
と
と
も
に
、

「
い
の
ち
」
を
育
て
、
生
命
を
尊
重

す
る
「
こ
こ
ろ
」
を
は
ぐ
く
む
こ
と

に
よ
り
、
自
ら
を
大
切
に
し
、
他
の

人
を
思
い
や
れ
る
若
者
の
育
成
も
図

り
ま
す
。

　

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
内
に
は
国
家
公

務
員
で
あ
る
保
護
観
察
官
が
常
駐
し

て
い
て
、
少
年
の
問
題
性
に
応
じ
て

直
接
、
き
め
細
か
い
生
活
指
導
な
ど

を
行
う
こ
と
も
特
徴
の
ひ
と
つ
で

す
。
地
元
か
ら
離
れ
た
セ
ン
タ
ー
で

の
生
活
は
、
少
年
に
と
っ
て
決
し
て

容
易
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時

に
は
、
心
情
が
不
安
定
に
な
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場

合
は
、
保
護
観
察
官
が
、
問
題
解
決

の
道
を
少
年
と
一
緒
に
考
え
て
い
き

ま
す
。
万
が
一
、
再
び
非
行
に
走
る

よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

迅
速
に
適
切
な
措
置
を
採
り
ま
す
。

　

セ
ン
タ
ー
に
は
、
主
と
し
て
少
年

院
を
仮
退
院
し
た
少
年
が
入
所
し
ま

す
。
少
年
院
に
お
け
る
農
業
な
ど
の

職
業
補
導
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
就

業
支
援
セ
ン
タ
ー
で
の
農
業
実
習
に

意
欲
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と

さ
れ
る
ほ
か
、
集
団
生
活
に
な
じ
む

こ
と
が
で
き
る
か
、
強
い
粗
暴
傾
向

が
認
め
ら
れ
な
い
か
な
ど
の
事
項
も

考
慮
さ
れ
ま
す
。

　

定
員
は
、
男
子
少
年
12
名
で
す
。

　●2面 完成！平成19年版犯罪白書
　●3面 平成19年度人権啓発フェスティバル
　　　　　（福島会場）開催される
　●4面 赤れんが秋まつり

ン
タ
ー
で
生
活
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

過
去
の
不
良
交
友
か
ら
切
り
離
さ

れ
、
北
海
道
の
大
自
然
の
中
で
心
身

と
も
に
健
康
な
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
と
と
も
に
、
新
た
な
生
活
環

境
へ
の
適
応
を
通
じ
て
自
立
心
を
養

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
よ
う
な
国
立
の
施
設

の
運
営
は
、
法
務
省
と
し
て
初
め
て

の
試
み
で
あ
り
、「
罪
を
犯
し
た
人

の
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
」
と
し
て
政

府
が
進
め
る
「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援

策
」
の
ひ
と
つ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

最
大
の
特
徴
は
、
職
業
訓
練
と
し

て
の
農
業
実
習
を
と
お
し
て
非
行
少

年
の
改
善
更
生
を
図
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

農
業
実
習
で
は
、
専
門
指
導
員
の

下
で
、
野
菜
、
椎
茸
、
花
の
栽
培
や

肉
牛
の
飼
育
な
ど
を
通
じ
て
、
農
業

に
関
す
る
実
践
的
な
職
業
能
力
の
開

発
や
、
日
々
の
訓
練
を
通
じ
た
勤
労

沼
田
町

就
業
支
援

セ
ン
タ
ー
っ
て
？

ど
ん
な
特
徴
が

あ
る
の
？

セ
ン
タ
ー
に
は

ど
ん
な
人
が

入
所
す
る
の
？

セ
ン
タ
ー
に
は

ど
れ
く
ら
い
の
期
間

入
所
す
る
の
？

セ
ン
タ
ー
を
出
た

あ
と
は
ど
う
な
る
の
？

沼
田
町
っ
て

ど
こ
に
あ
る
の
？

沼田町就業支援センター

牛舎の様子

　

セ
ン
タ
ー
を
出
た
少
年
は
、
農
業

関
係
の
仕
事
に
就
い
て
自
立
す
る
こ

と
を
目
指
し
ま
す
。
中
に
は
、
そ
の

いろんな
施設が
あるんだね

う
り
ゅ
う
ぐ
ん

●沼田町は北海道のほぼ中央、旭山動物園で有名な旭川市の北西部にあります。

●沼田町は、北海道でも有数の米どころで、広大な田んぼが広がっています。

沼田町就業支援センターがある北海道雨竜郡沼田町

札幌

函館

旭川

沼田町

春季 夏季

秋季冬季
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■認知件数 交通関係業過

■認知件数 窃盗

■認知件数 窃盗を除く一般刑法犯

昭和 平成

注 1　警察庁の統計による。　 2　昭和30年以前は、14歳未満の者による触法行為を含む。
　 3　昭和40年以前の一般刑法犯は、「業過を除く刑法犯」である。

▼

認知件数
（刑法犯）
2,877,027

▼

認知件数
（一般刑法犯）
2,051,229

▼

認知件数
（窃盗を除く
　一般刑法犯）
516,701

検挙人員
（刑法犯）

検挙人員
（一般刑法犯）

検挙人員
（窃盗を除く一般刑法犯）

刑法犯の認知件数・検挙人員の推移（昭和21年～平成18年）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

法務省だより
完成！平成19年版犯罪白書

第3回犯罪被害実態（暗数）調査について●お答えします「訟務」について

　

犯
罪
白
書
は
、
法
務
総
合
研
究
所

が
、
刑
事
政
策
に
関
す
る
基
礎
資
料

と
し
て
、
昭
和
35
年
以
来
、
毎
年
作

成
・
発
刊
し
て
い
る
も
の
で
す
。

　

内
容
は
、
最
近
の
犯
罪
動
向
と
犯

罪
者
の
処
遇
の
実
情
を
説
明
す
る
基

本
的
な
部
分
と
、
注
目
す
べ
き
テ
ー

マ
に
つ
い
て
分
析
・
説
明
す
る
特
集
部

分
と
の
2
本
立
て
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
特
集
の
テ
ー
マ
は
、「
再

犯
者
の
実
態
と
対
策
」
で
す
。

　

近
年
、
刑
務
所
出
所
者
等
に
よ
る

重
大
な
再
犯
事
件
が
相
次
い
で
発
生

す
る
な
ど
し
、
有
効
な
再
犯
防
止
対

策
の
確
立
が
社
会
的
関
心
事
と
な
っ

て
い
ま
す
。
再
犯
の
防
止
は
、
刑
事

政
策
上
の
重
要
か
つ
困
難
な
課
題
の

一
つ
で
あ
り
、
古
く
か
ら
多
く
の
研

究
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
社
会

情
勢
が
刻
々
と
変
化
す
る
中
、
犯
罪

動
向
や
犯
罪
者
処
遇
の
実
情
に
沿
っ

た
新
た
な
取
組
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
今
年

の
犯
罪
白
書
で
は
、
犯
歴
・
統
計
資

料
の
分
析
や
特
別
調
査
を
通
じ
て
、

再
犯
者
対
策
の
重
要
性
や
近
時
の
再

犯
の
傾
向
を
示
す
と
と
も
に
、
再
犯

者
の
実
態
や
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
刑
事
司
法

の
各
分
野
及
び
諸
機
関
の
連
携
に
よ

る
再
犯
防
止
対
策
の
現
状
を
紹
介

し
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、

再
犯
防
止
対
策
を
検
討
す
る
に
当
た

り
特
に
留
意
す
べ
き
点
に
つ
い
て
述

べ
る
な
ど
し
て
、
今
後
の
再
犯
防
止

の
対
策
に
役
立
つ
資
料
を
提
供
し
て

い
ま
す
。

　

平
成
18
年
に
警
察
等
が
認
知
し
た

一
般
刑
法
犯
（
刑
法
犯
全
体
か
ら
交

通
事
故
に
よ
る
過
失
事
件
を
除
い
た

も
の
で
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
等
を
侵
害
す
る
犯
罪
の
大
半
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。）
の
件
数
は
、
約

2
0
5
万
件
で
、
昨
年
よ
り
約
22
万

件
減
少
し
ま
し
た
。
平
成
14
年
に
戦

後
最
多
を
記
録
し
た
後
、
4
年
連
続

で
の
減
少
と
な
り
、
現
在
は
減
少
の

兆
し
が
若
干
強
ま
っ
て
い
る
も
の

の
、
戦
後
を
通
じ
て
見
れ
ば
、
な
お

相
当
高
い
水
準
に
あ
り
ま
す
。

　

法
務
総
合
研
究
所
が
犯
歴
を
対
象

に
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
犯
罪
者

全
体
の
う
ち
約
7
割
は
初
犯
者
で
、

再
犯
者
の
占
め
る
割
合
は
約
3
割
で

し
た
。
し
か
し
、
犯
歴
の
件
数
全
体

を
見
る
と
、
初
犯
者
に
よ
る
犯
歴
の

件
数
は
約
4
割
に
と
ど
ま
る
の
に
対

し
て
、
再
犯
者
に
よ
る
犯
歴
の
件
数

は
約
6
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
約
3
割
の
再
犯
者
に
よ
っ

て
、
全
体
の
約
6
割
の
犯
罪
が
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
て

お
り
、
刑
事
政
策
と
し
て
再
犯
者

対
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

完
成
！
平
成
19
年
版
犯
罪
白
書

完
成
！
平
成
19
年
版
犯
罪
白
書

犯
罪
白
書
と
は
？

　

今
回
の
調
査
で
は
、
罪
名
や
年
齢
、

量
刑
な
ど
の
様
々
な
視
点
か
ら
、
再

犯
者
の
実
態
や
特
徴
を
明
ら
か
に
し

て
い
ま
す
。

　

い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、
窃

盗
及
び
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
は
、

初
犯
者
が
そ
の
後
再
犯
に
及
ん
だ
比

率
が
高
く
、
し
か
も
同
じ
罪
名
の
犯

罪
を
繰
り
返
す
傾
向
が
認
め
ら
れ
た

上
、
2
犯
目
ま
で
の
再
犯
期
間
も
短

い
傾
向
に
あ
り
ま
し
た
。
性
犯
罪
を

犯
す
者
の
中
に
は
、
特
に
性
犯
罪
を

繰
り
返
す
者
と
そ
う
で
な
い
者
が
い

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

殺
人
を
繰
り
返
し
た
者
で
は
、
1
回

目
に
犯
し
た
殺
人
事
犯
と
2
回
目
に

犯
し
た
殺
人
事
犯
と
が
、そ
の
動
機
・

原
因
、
被
害
者
と
の
関
係
、
殺
害
手

段
等
に
お
い
て
高
い
類
似
性
を
有
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
相
当
数
あ
る
こ
と

が
判
明
し
ま
し
た
。

　

年
齢
別
に
見
る
と
、
20
歳
代
前
半

で
1
犯
目
の
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
再

犯
傾
向
は
か
な
り
強
い
こ
と
、
65
歳

以
上
の
高
齢
者
で
は
、
多
数
回
の
犯

罪
を
繰
り
返
す
者
に
占
め
る
比
率
が

近
年
急
速
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
再
犯
者
と
い
っ
て

も
、
そ
の
実
態
は
、
罪
名
や
年
齢
等

の
各
種
類
型
に
よ
り
、
あ
る
い
は

個
々
の
特
性
に
よ
っ
て
様
々
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る

有
効
な
対
策
も
、
こ
れ
ら
の
特
質
に

応
じ
て
、
重
点
的
・
集
中
的
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

検
察
・
裁
判
に
お
い
て
は
、
捜
査
・

公
判
を
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
適
正
な
科
刑
を
実
現
す
る
こ

と
が
再
犯
の
防
止
に
役
立
つ
こ
と
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
社
会
・
経
済
状

況
等
の
変
化
を
踏
ま
え
、
事
案
の
実

態
に
即
し
た
適
正
な
処
罰
を
可
能
と

す
る
た
め
、
処
罰
の
範
囲
や
法
定
刑

を
変
更
す
る
各
種
の
立
法
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

矯
正
に
お
い
て
は
、
職
業
訓
練
等

の
実
施
に
よ
る
受
刑
者
や
少
年
院
在

院
者
に
対
す
る

就
労
支
援
、
義

務
教
育
未
修
了

者
等
に
対
す
る

教
科
指
導
、
刑

事
施
設
に
お
け

る
性
犯
罪
再
犯

防
止
指
導
な
ど

が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

更
生
保
護
に
お
い
て
は
、
保
護
観

察
の
充
実
強
化
の
た
め
、
重
点
的
に

保
護
観
察
を
行
う
べ
き
者
に
対
す
る

効
果
的
な
処
遇
の
実
施
、
面
接
等
の

義
務
化
に
よ
る
生
活
実
態
把
握
の
強

化
、
し
ょ
く
罪
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施
等
の
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

法
務
省
と
厚
生
労
働
省
と
の
連
携

に
よ
る
、
受
刑
者
や
保
護
観
察
対
象

者
等
の
就
労
を
総
合
的
に
支
援
す
る

制
度
の
開
始
、
法
務
省
と
文
部
科
学

省
と
の
連
携
に
よ
る
、
刑
務
所
や
少

年
院
内
で
も
高
等
学
校
卒
業
程
度
認

定
試
験
（
旧
大
検
）
を
受
験
す
る
機

会
の
拡
大
、
13
歳
未
満
の
子
ど
も
を

対
象
と
す
る
暴
力
的
性
犯
罪
等
に
係

る
受
刑
者
の
釈
放
等
に
関
す
る
警
察

へ
の
情
報
提
供
な
ど
、
諸
機
関
と
の

連
携
も
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

再
犯
防
止
対
策
を
検
討
す
る
に
当

た
り
特
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
初
犯

者
が
2
犯
目
の
犯
罪
に
至
る
の
を
防

止
す
る
こ
と
、
若
年
者
の
再
犯
防
止

対
策
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
、
罪

名
・
罪
種
の
特
質
に
応
じ
た
対
策
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
仮
釈
放

等
社
会
内
処
遇
を
充
実
強
化
す
る
こ

と
等
で
す
。
さ
ら
に
、
再
犯
防
止
の

実
効
性
を
高
め
る
た
め
、
前
記
の
よ

う
な
刑
事
司
法
機
関
に
お
け
る
取
組

に
加
え
て
、
就
労
、
教
育
、
保
健
・

医
療
、
福
祉
等
の
各
機
関
・
組
織
、

民
間
団
体
、
個
人
と
の
密
接
な
連
携

が
必
要
で
あ
り
、
国
民
や
地
域
社
会

の
理
解
を
促
進
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。
今
後
の
再
犯
防
止
対
策
の

視
点
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
犯
罪

白
書
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
ぜ
、
再
犯
者
対
策
が

重
要
な
の
？

他
省
庁
と
の

連
携
に
よ
る
取
組
は
？

再
犯
防
止
の
実
現
に
向
け
て

犯
罪
は
減
っ
て
い
る
の
？

再
犯
者
の
実
態
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
？

「訟務」について今回の

質問は
？

「訟務」はどんな仕事をしているのですか？

　国に関係のある争いについて、国を代表して、裁判所で国の意
見を述べる仕事をしています。

訟務が担当している訴訟にはどのようなものがありますか？

　国が訴えられている訴訟としては、Ｃ型肝炎訴訟、原爆症訴訟、
アスベスト訴訟などがあります。

訟務はどんな役割を果たしているのですか？

　たとえば、国家賠償請求訴訟で国が負けると、その費用は税金
から支払われることになります。訟務は、国民を代表して、法律的
な論点や証拠を検討して国の意見を述べ、裁判所で妥当な判断が
されるよう活動しています。

国が訴訟を提起することはあるのですか？

　滞納している国の税金を取り立てる場合や不法に占拠された国
有地の明渡しを求める場合などがあります。

しょう む

しょうむ

しょうむ

しょうむ

「第3回犯罪被害実態（暗数）調査について」
●調査の趣旨
　最近、我が国では、治安に対する関心が高まっています。治安を改善するための方策

を検討するためには、警察などに届けられていない被害（暗数）も含めた犯罪の発生状

況を正確に把握する必要があります。

　そこで、法務省法務総合研究所では、平成12年から4年ごとに犯罪被害の実態調査を

しています。その調査結果は、治安の改善・犯罪対策の政策立案や犯罪対策に関する研

究などに使われており、国民の共有財産として幅広く活用されています。

　今年も1月から3月までの期間で調査を行いますので、みなさんのご協力をお願いし

ます。

●調査の概要
　❶対　　象 16歳以上の全国民から無作為に選ばれた男女各3,000人(合計6,000人)
　❷調査期間 平成20年1月7日～同年3月21日
　❸調査方法 法務省が委託した調査会社の調査員が、ご自宅などに伺って直接お話を
　　　　　　 うかがいます。
　調査では、個人が特定できる内容をお尋ねすることはありませんのでご安心ください。

また、調査にご協力いただいた方には、謝礼を差し上げています。これまでの2回の調査で

も、多くの方々にご協力をいただきましたが、今回の調査についてもぜひご協力をお願いし

ます。なお、調査に伺う調査員は「調査員証」を携行します。

　この調査については、当省ホームページにも詳しく掲載しておりますので、ご覧ください。

あんすう

法
務
省
の
再
犯
防
止
へ
の
取
組
は
？

平
成
19
年
版
の
特
集
は
？

●美祢社会復帰促進センターでの女子受刑者に対する職業訓練

●平成19年版犯罪白書



関
す
る
各
種
資
料
展
示
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
当
日
は
、
多
く
の
方
に
来
場

い
た
だ
き
、
大
盛
況
の
う
ち
に
幕
を

閉
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
福
島
会
場
で
は
、
全
国
で

初
め
て
の
試
み
と
な
る
「
プ
レ
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
福
島
県
内
の
3
地

域
に
お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
ち
ら
も
多
く
の
方
に
来
場
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

平
成
20
年
度
も
、
人
権
啓
発
フ
ェ

ス
テ
ィ
バ
ル
は
、
全
国
2
か
所
で
の

開
催
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
機
会

が
あ
れ
ば
み
な
さ
ん
も
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
に
参
加
さ
れ
、
改
め
て
「
人
権
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
の
開
催
地
・

開
催
時
期
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
20

年
4
月
以
降
の
「
あ
か
れ
ん
が
」
に

て
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

　
平
成
19
年
11
月
17
日（
土
）、
18
日

（
日
）に
和
歌
山
県
和
歌
山
市
に
お
い

て
も
人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

で
幕
を
開
け
た
福
島
会
場
で
は
、
乙

武
洋
匡
さ
ん
に
よ
る
「
ふ
れ
あ
い

ト
ー
ク
シ
ョ
ー
」、
滝
田
三
良
全
国

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
長
ほ
か
多
方

面
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
パ
ネ
リ
ス
ト

に
よ
る
人
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「『
人

権
の
世
紀
』
の
実
現
に
向
け
て
み
ん

な
で
は
ぐ
く
む
人
権
文
化
」、
劇
団

ふ
る
さ
と
き
ゃ
ら
ば
ん
に
よ
る
人
権

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
「
雲
た
か
山
の
鬼
」、

速
水
け
ん
た
ろ
う
さ
ん
と
井
上
あ
ず

み
さ
ん
に
よ
る
「
ほ
の
ぼ
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
」
な
ど
、
多
彩
な

イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
平
成

19
年
度
人
権
啓
発
資
料
法
務
大
臣
表

彰
を
受
賞
し
た
作
品
を
始
め
、
全
国

の
地
方
自
治
体
が
作
成
し
た
人
権
啓

発
に
関
す
る
資
料
を
展
示
し
た
法
務

省
人
権
啓
発
資
料
展
な
ど
の
人
権
に

　

平
成
19
年
10
月
7
日（
日
）、
8
日

（
月
・
祝
）
の
両
日
、
平
成
19
年
度

人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
福
島

会
場
）「
み
ん
な
で
つ
く
る『
い
の
ち
』

の
祭
典
2
0
0
7
ふ
く
し
ま
」
が
、

法
務
省
、
文
部
科
学
省
、
全
国
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
、
福
島
県
、
郡
山

市
、（
財
）
人
権
教
育
啓
発
推
進
セ

ン
タ
ー
等
の
主
催
に
よ
り
、
メ
イ
ン

テ
ー
マ
を
「
育
て
よ
う　

一
人
一
人

の　

人
権
意
識　

―
思
い
や
り
の

心
・
か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に

―
」、
地
域
テ
ー
マ
を
「
わ
た
し
か

ら
あ
な
た
へ　

あ
な
た
か
ら
み
ん
な

へ　

愛
が
ひ
ろ
が
る
ふ
く
し
ま
へ
」

と
題
し
て
、
福
島
県
郡
山
市
の
ビ
ッ

グ
パ
レ
ッ
ト
ふ
く
し
ま
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
、

み
な
さ
ん
に
気
軽
に
参
加
し
て
も
ら

え
る
方
式
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
幅

広
く
い
ろ
い
ろ
な
人
権
啓
発
活
動
を

一
体
的
・
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ

り
、
多
く
の
人
た
ち
に
参
加
し
て
も

ら
い
、
人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
考

え
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

毎
年
全
国
2
か
所
で
開
催
し
て
い

ま
す
。

　

漫
画
家
や
な
せ
た
か
し
さ
ん
が
デ

ザ
イ
ン
し
た
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
「
人
K
E
N
ま
も
る
君
・
人

K
E
N
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん
」
と
歌
手
の

大
和
田
り
つ
こ
さ
ん
、
岡
崎
裕
美
さ

ん
に
よ
る
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
ソ
ン
グ「
世
界
を
し
あ
わ
せ
に
」

の
歌
唱
を
始
め
、
全
国
中
学
生
人
権

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
福
島
大
会
の
表
彰

式
、
人
権
メ
ッ
セ
ー
ジ
歌
詞
表
彰
式

な
ど
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

法務省だより
平成19年度人権啓発フェスティバル（福島会場）開催される

第48回「法の日」週間記念行事「知ってなるほど！裁判員」●そんなとき 法テラスがお役に立ちます！

を
他
人
任
せ
に
し
な
い
気
持
ち
こ
そ

が
、
犯
罪
が
少
な
く
、
住
み
良
い
社

会
を
つ
く
る
。」
と
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
最
後
に
行
わ
れ
た
裁

判
員
制
度
ク
イ
ズ
で
は
、
高
樹
さ
ん

と
江
澤
さ
ん
の
サ
イ
ン
入
り
裁
判
員

制
度
グ
ッ
ズ
を
懸
け
て
、
会
場
の
み

な
さ
ん
も
参
加
し
て
○×

ク
イ
ズ

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
は
、
裁

判
員
制
度
に
関
す
る
も
の
か
ら
、
裁

判
員
制
度
広
報
用
ア
ニ
メ
の
主
人
公

山
口
六
平
太
の
出
生
に
関
す
る
こ
と

ま
で
幅
広
く
出
題
さ
れ
、
ク
イ
ズ
の

正
誤
が
発
表
さ
れ
る
ご
と
に
会
場
が

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

た
く
さ
ん
の
方
の
ご
参
加
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
は
？

福
島
会
場
の
開
催
概
要
は
？

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
参
加
し
よ
う
！

　「借金が返せない。」「突然解雇された。」日常生活を送るなか、思わぬ問題に直面することが
あります。そして、その問題を解決するために、弁護士や司法書士といった法律の専門家の手
助けを必要とする場合も少なくありません。
　しかし、弁護士や司法書士に依頼するときの費用が心配で、長い間ひとりで悩みを抱えてい
るという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　法テラスでは、経済的な理由で問題を解決できないでいる方のために、弁護士や司法書士に
よる無料法律相談を行ったり、実際に依頼するときの費用などを立て替えたりする「民事法律
扶助業務」を行っています。

■民事法律扶助を利用するには？
　法テラス・コールセンターまたはお近くの法テラスの窓口までお問い合わせください。窓口
で収入などについてお伺いし、一定の条件（※）を満たす場合に、まず無料法律相談をご案内い
たします。無料法律相談をお受けいただいた後、収入や事件の内容についての審査（※）をし、条
件を満たすと認められる場合には、法テラスで弁護士や司法書士に代理人を依頼するときの費
用などを立て替えます。なお、立て替えた費用については、毎月分割で返済していただきます。
（※）無料法律相談を受けるための条件や立て替えの審査の詳細については、法テラスまでお問い合わせください。

■多くの方に利用されています！

　平成18年10月から平成19年9月までの1年間で、法テラスでお受けした民事法律扶助によ
る無料法律相談は135,660件で、相談の後、実際に弁護士や司法書士に代理人を依頼する際
の費用を立て替えたケースは、66,432件となっています。このケースでのご利用で一番多い
のが自己破産などの多重債務事件で、次いで離婚などの家事事件となっていますが、近年では
「配偶者の暴力に悩んでいる。」「認知症になった親が悪質商法の被害にあわないか心配。」といっ
たケースでもご利用いただいています。

民事法律扶助に関するお問い合わせはお近くの法テラスへ

業務時間：平日午前9時～午後5時

※ 法律相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話で
　 お問い合わせください。
※ 受付の際、収入などの確認をさせていただきます。

平　日 午前9時～午後9時
土曜日 午前9時～午後5時

0 5 7 0 - 0 7 8 3 7 4
お な や み な し  

受付時間

法テラス・コールセンターでもご案内しています。

http://www.houterasu.or.jp

民事法律扶助の
利用のながれ お近くの法テラス

または
コールセンターへの
お問い合わせ

無料法律相談 審 査
書類作成援助

自分で裁判を起こす場合の書類作成を
司法書士・弁護士に依頼する際の

費用立替

代理援助
裁判や調停などの代理を弁護士・
司法書士に依頼する際の

費用立替

無料法律相談の
予　約

必要な場合…

収入等の確認
収入や事件の内容
についての審査

「弁護士、司法書士の費用が心配・・・。」Vol.1

■まずは法律相談。法テラスへお問い合わせください！

　法的トラブルは、こじれてしまってからでは解決に時
間がかかり、経済的、精神的な負担も大きくなります。
できるだけ早い段階で法律相談を受け、深刻なトラブル
を未然に回避することが有効です。
　経済的な理由で弁護士や司法書士への相談をためらわ
れている方は、まずは法テラスにお問い合わせください。
法テラスでは、収入などの条件に合わず民事法律扶助に
よる無料法律相談をお受けできない方にも、市役所や弁
護士会・司法書士会といった最寄りの法律相談窓口をご
紹介しています。

　 平成19年度

「
知
っ
て
な
る
ほ
ど
！
裁
判
員
」

　

開
始
ま
で
約
1
年
半
に
な
っ
た
裁

判
員
制
度
に
関
す
る
理
解
を
深
め
て

い
た
だ
く
た
め
、
最
高
裁
判
所
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
、
法
務
省
・
最
高

検
察
庁
の
共
催
で
、
10
月
1
日
か

ら
始
ま
っ
た「
法
の
日
」週
間
の
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
楽
し

く
裁
判
員
制
度
を
理
解
で
き
る

「
知
っ
て
な
る
ほ
ど！
裁
判
員
」
を

東
京
都
新
宿
区
の
ホ
ー
ル
で
開
催
し

ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
は
、
最
高
裁
判
所
事
務

総
長
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
長
、

検
事
総
長
の
あ
い
さ
つ
で
始
ま
り
、

法
務
省
製
作
の
裁
判
員
制
度
広
報

用
ア
ニ
メ
「
総
務
部
総
務
課
山
口
六

平
太　

裁
判
員
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
じ

め
ま
す！
」
の
上
映
や
、「
め
ざ
ま
し

ど
よ
う
び
」
な
ど
で
お
な
じ
み
の

タ
レ
ン
ト
の
高
樹
千
佳
子
さ
ん
や
裁

判
員
制
度
の
ポ
ス
タ
ー
に
登
場
し
て

い
る
江
澤
璃
菜
さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
迎

え
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
消
費
生
活

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
勝
股
美
代
子
さ

ん
、
共
同
通
信
社
論
説
委
員
兼
編
集

委
員
の
土
屋
美
明
さ
ん
、
模
擬
裁
判

で
裁
判
員
役
を
体
験
さ
れ
た
会
社
員

の
藤
井
優
子
さ
ん
、
高
樹
さ
ん
を
パ

ネ
リ
ス
ト
と
し
て
迎
え
、
そ
れ
ぞ
れ

の
視
点
か
ら
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て

の
様
々
な
ご
意
見
や
質
問
が
出
ま
し

た
。
藤
井
さ
ん
は
、
模
擬
裁
判
に
参

加
し
た
経
験
か
ら
裁
判
員
制
度
を
司

法
と
国
民
を
つ
な
ぐ
「
架
け
橋
」
と

表
現
さ
れ
、
模
擬
裁
判
員
に
選
ば
れ

た
と
き
の
気
持
ち
や
、
会
社
の
反
応

な
ど
、
体
験
者
な
ら
で
は
の
貴
重
な

お
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ま
た
、
土
屋
さ
ん
は
、「
町
内
会

の
役
員
会
」
と
い

う
言
葉
で
、「
代
償

を
求
め
な
い
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
精
神
が

大
切
。ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
精
神
が
あ
っ
て

こ
そ
、
民
主
主
義

が
深
く
根
付
い
て

い
く
。
地
域
で
起

き
た
事
件
の
決
着

●人権シンポジウムの様子 ●オープニングセレモニーの様子

●子どもたちに人気の人KENあゆみちゃん

●但木検事総長のあいさつ



　

会
場
で
は
、
こ
こ
で
も
、「
サ
イ

バ
ン
イ
ン
コ
」
や
「
か
ち
け
ん
君
」

が
大
活
躍
で
、
来
場
者
と
ふ
れ
あ
う

な
ど
し
て
大
い
に
盛
り
上
げ
て
く
れ

ま
し
た
。

　

サ
ン
ク
ン
プ
ラ
ザ
で
は
、
都
民
と

警
察
を
結
ぶ
「
音
の
架
け
橋
」
と
し

て
幅
広
い
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い
る

警
視
庁
音
楽
隊
や
警
視
庁
音
楽
隊
カ

ラ
ー
ガ
ー
ド
（
通
称:

M
E
C
）
が
華

や
か
な
演
奏
・
演
技
を
披
露
し
、
大

人
気
で
し
た
。
ま
た
、「
赤
れ
ん
が

秋
ま
つ
り
」
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
と
し
て
、

●本紙に対するご意見、ご感想は

▲ ▲ ▲
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ヴ
ォ
ー
カ
リ
ス
ト
の
鈴
木
重
子
さ
ん

が
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ａ
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｉ（
音
あ
そ
び
）

の
3
人
と
楽
し
い
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

い
て
会
場
を
魅
了
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
大
好
評
の
「
刑
務
所
の

食
事
体
験
」
コ
ー
ナ
ー
や
、
普
段
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
刑
務
所
の
模
擬

舎
房
（
単
独
室
）、
模
擬
法
廷
、
検

察
庁
の
模
擬
取
調
室
・
証
拠
品
庫
見

法務省だより
赤れんが秋まつり《みんなで奏でる司法のハーモニー》を開催！

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
裁
判
員
制
度

や
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
愛
称

「
法
テ
ラ
ス
」）
な
ど
の
司
法
制
度
改

革
や
法
務
行
政
を
、
み
な
さ
ん
に
楽

し
み
な
が
ら
知
っ
て
も
ら
え
る
よ
う

さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
も

の
で
、今
回
で
3
回
目
に
な
り
ま
す
。

約
1
8
0
0
人
が
来
場
し
、
各
会

場
・
コ
ー
ナ
ー
と
も
熱
気
に
あ
ふ
れ
、

大
盛
況
な
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

メ
イ
ン
会
場
と
な
っ
た
大
会
議
室

は
、
日
本
テ
レ
ビ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

延
友
陽
子
さ
ん
の
総
合
司
会
で
ス

タ
ー
ト
す
る
と
、
す
ぐ
に
満
員
と
な

り
、
大
勢
の
立
見
の
人
が
出
る
ほ
ど

の
盛
況
ぶ
り
で
し
た
。

　

午
前
は
、
漫
画
家
の
や
な
せ
た
か

し
さ
ん
に
よ
る
「
世
界
を
し
あ
わ
せ

に
」
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
開

　

検
察
庁
ス
タ
ッ
フ
の
司
会
に
よ
り

ク
イ
ズ
が
ス
タ
ー
ト
。
は
る
ば
る
九

州
か
ら
こ
の
「
赤
れ
ん
が
秋
ま
つ
り
」

に
や
っ
て
き
た
裁
判
員
制
度
広
報

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
着
ぐ
る
み
「
サ
イ

バ
ン
イ
ン
コ
」（
福
岡
高
等
検
察
庁

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）、「
か
ち
け
ん
君
」

（
鹿
児
島
地
方
検
察
庁
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
）
も
特
別
ゲ
ス
ト
と
し
て
ク
イ

ズ
に
参
加
し
て
、
愛
嬌
た
っ
ぷ
り
に

参
加
者
を
迷
わ
せ
る
な
ど
し
た
り
、

「
再
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
敗
者
復
活
戦
も

あ
っ
た
り
と
大
変
な
盛
り
上
が
り
と

な
り
ま
し
た
。

　

検
察
広
報
室
で
は
、「
各
地
で
活

躍
す
る
検
察
広
報
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
紹

介
」
が
終
日
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
全
国
各
地
の
検
察
庁
で

続
々
誕
生
し
て
い
る
広
報
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
パ
ネ
ル
を
掲
示
し
て
来
場
者

に
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
、
各
庁
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
土
地
土
地
の
名

産
や
歴
史
上
の
人
物
等
を
モ
チ
ー
フ

と
し
て
誕
生
し
た
個
性
豊
か
な
完
全

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
ば
か
り
。

催
し
ま
し
た
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、

や
な
せ
た
か
し
さ
ん
自
ら
が
歌
を
披

露
し
、
人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
人
K
E
N
ま
も
る
君
と
人

K
E
N
あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん
が
出
演
し
ま

し
た
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
た
ち
に
大

人
気
の
ア
ン
パ
ン
マ
ン
や
ば
い
き
ん

ま
ん
、
ド
キ
ン
ち
ゃ
ん
た
ち
も
応
援

に
や
っ
て
き
て
会
場
を
大
い
に
盛
り

上
げ
ま
し
た
。

　

午
後
か
ら
は
、
但
木
敬
一
検
事
総

長
の「
検
事
総
長
と
語
ろ
う
会
」、「
裁

判
員
制
度
落
語
」、「
模
擬
裁
判
―

み
ん
な
で
判
決
―
」
と
続
き
ま
し
た
。

　

但
木
総
長
は
、
ヴ
ォ
ー
カ
リ
ス

ト
の
鈴
木
重
子
さ
ん
を
相
手
に
「
日

本
の
法
文
化
と
司
法
参
加
」
に
つ
い

て
、
わ
か
り
や
す
く
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ

れ
る
話
を
し
ま
し
た
。

　

落
語
家
の
三
遊
亭
圓
橘
さ
ん
の
落

語
は
今
回
の
目
玉
の
ひ
と
つ
で
、「
赤

れ
ん
が
寄
せ
」
の
高
座
に
上
が
り
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
新
作
落
語
「
裁
判
員

制
度
落
語
―
そ
れ
で
も
ぼ
く
は
な

り
た
か
っ
た
」
を
披
露
し
て
く
れ
ま

し
た
。
も
う
一
つ
の
題
目
「
江
戸
の

学
ツ
ア
ー
、
さ
ら
に
、
慶
應
義
塾
大

学
教
授
・
霞
信
彦
さ
ん
に
よ
る
法
務

史
料
説
明
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
性
格
検

査
、
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
を
活
用
し

た
入
国
審
査
手
続
の
デ
モ
ン
ス
ト

レ
ー
シ
ョ
ン
、
赤
れ
ん
が
棟
の
今
と

昔
（
写
真
展
示
）、
更
生
保
護
コ
ー

ナ
ー
、
人
権
啓
発
コ
ー
ナ
ー
、
法
テ

ラ
ス
コ
ー
ナ
ー
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん

の
催
し
で
し
た
。

インフォメーション

《
み
ん
な
で
奏
で
る
司
法
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
》を
テ
ー
マ
に
、
法
務
省
と
最
高
検
察
庁
は
、

10
月
6
日（
土
）、
省
内
の
一
部
を
開
放
し
、「
赤
れ
ん
が
秋
ま
つ
り
」を
開
催
し
ま
し
た
。

●「検事総長と語ろう会」の様子

●警視庁音楽隊による演奏と警視庁音楽隊カラーガードのフラッグ演技の様子

●各地で活躍する検察広報キャラクター紹介コーナー

●鈴木重子さんとOTOASOBI（音あそび）コンサートの様子

●霞 信彦さんによる法務史料説明の様子

●（左から）人権イメージキャラクターの人KENあゆみちゃんと人KENまもる君、裁判員制度広報キャラクターの
　サイバンインコ（福岡高等検察庁）とかちけん君（鹿児島地方検察庁）もやってきたよ！

●やなせたかしさんによる
　「世界をしあわせに」ファミリーコンサートの様子

裁
判
―
三
方
一
両
損
」
と
も
ど
も
、

　
　
　
　
　
　

会
場
は
爆
笑
の
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
し
た
。

　

続
い
て
、
殺
人
未
遂
事
件
を
題
材

と
し
た
模
擬
裁
判
を
開
き
、
現
職
検

事
が
裁
判
長
・
検
察
官
・
弁
護
人
・

被
告
人
・
証
人
役
等
を
真
剣
に
演
じ

ま
し
た
。
会
場
の
み
な
さ
ん
も
、
裁

判
員
に
な
っ
た
つ
も
り
で
有
罪
・
無

罪
及
び
量
刑
の
評
決
に
参
加
し
、
刑

事
裁
判
の
雰
囲
気
を
感
じ
て
も
ら
い

ま
し
た
。

　

赤
れ
ん
が
棟
で
は
、「
ク
イ
ズ
検

察
雑
学
大
辞
典
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
参
加
者
に
検
察

に
関
す
る
○×

ク
イ
ズ
を
解
い
て
も

ら
い
、
見
事
全
問
正
解
し
た
方
に
豪

華
景
品
（
？
）
を
贈
呈
す
る
と
い
う

も
の
で
し
た
。

●三遊亭圓橘さんによる落語の様子●模擬裁判の様子

●クイズ検察雑学大辞典の様子

★日本司法支援センター（愛称：法テラス）では、
 「裁判員制度」についての問い合わせも
　お受けします。

　法テラス・コールセンターでは、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会の全面的な協力のもと、平

成19年10月1日（月）から「裁判員制度」についての問い合わせもお受けすることになりました。

　「裁判員に選ばれて仕事を休んで、雇用主と争いになったらどうしたらよいのですか？」「裁判員に選

ばれたために、暴力などの被害にあったらどうしたらよいのですか？」など、裁判員制度についての「？」

がありましたら、法テラス・コールセンターにお問い合わせください！

★沼田町就業支援センター及び就農支援実習農場開所式
平成19年10月4日（木）

少年院仮退院者等の宿泊施設である標記センター等の開所に当たって、北海道雨竜郡沼田町の協力の下

に、沼田町民会館において、開所式典が挙行されました。

裁判員制度は2009年5月までに始まります。

法テラスは裁判員制度に関する情報提供も行っています。

法テラス・コールセンター

0570 -078374
平日9：00～21：00　土曜日9：00～17：00

お な や み な し  

法テラスは、
裁判員制度の広報啓発活動を
推進します！




